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１．新株予約権等の状況

① 当事業年度の末日に当社役員が有する職務執行の対価として交付された新株予約権の状況
該当事項はありません。

② 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況
記載すべき重要な事項はありません。

③ その他の新株予約権等の状況
第１回新株予約権 第３回新株予約権

発行決議日 2017年４月12日 2020年２月25日

新株予約権の数（個） 22（注）1 25,000（注）1

保有人数（名） 3 7
新株予約権の目的となる株式の
種類と数（株） 普通株式 44,000（注）1 普通株式 25,000（注）1

新株予約権の行使時の新株予約権
１個当たりの払込金額（円） 206（注）2 3,487（注）2

新株予約権の権利行使期間 自
至

2019
2027

年
年
４
４
月
月
14
11
日
日

自
至

2023
2030

年
年
４
２
月
月
１
24
日
日

新株予約権の主な行使の条件
新株予約権の割当を受けた者は、権
利行使時においても、当社における
取締役又は従業員の地位にあること
を要する。

新株予約権の割当を受けた者は、権
利行使時においても、当社における
取締役又は従業員の地位にあること
を要する。

（注）1. 当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し（１株未満の端数は切捨て）、
本新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とす
る。
調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合比率
また、当社が、資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本
の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整し、本新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後
付与株式数に当該時点で行使又は消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
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2. 当社が当社普通株式について株式分割又は株式併合を行う場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調
整するものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 1
分割・併合の比率

また、当社が調整前行使価額を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合（新株予約権の行使の
場合を除く。）は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数 × １株当たり払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 調整前行使価額
既発行株式数＋新規発行株式数

ただし、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を
控除した数とし、また自己株式の処分を行う場合は「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「１株当たり払込金額」を「１株当
たり処分金額」に読み替えるものとする。
更に、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本減
少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。

3. 会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 当社が消滅会社となる合併についての合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約書又は株式移転の議
案について株主総会の承認決議がなされた時は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

② 新株予約権の割当を受けた者が、当会社における取締役又は従業員の地位を失った場合には、当社は当該取締役又は従業員の地位
を失った者が有していた新株予約権の全部につき無償で取得することができる。
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２．会計監査人の状況

① 名称 有限責任監査法人トーマツ

② 報酬等の額
報酬等の額（千円）

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 31,000

当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 31,000
（注）1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分し

ておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しています。
2. 監査等委員会は、取締役、コーポレート本部及び会計監査人から必要な資料を入手し、報告を受けるほか、前事業年度の監査計画及
び監査の遂行状況を確認し、当事業年度の監査時間及び報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法
第399条第１項の同意を行っています。

③ 非監査業務の内容
該当事項はありません。

④ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主

総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。
また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員

会は監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査等委員会が選定した監査等
委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告します。

⑤ 責任限定契約の内容の概要
該当事項はありません。

⑥ 補償契約の内容の概要等
該当事項はありません。
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３．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
当社は、内部統制システム整備に関する基本方針に基づき、内部統制システムの整備・運用を行っていま

す。

⑴ 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役は取締役会において、「取締役会規程」の定めに従い、法令及び定款に定められた事項並びに重要

な業務に関する事項の決議を行うとともに、業務執行状況に関する報告を受け、業務執行を監督していま
す。使用人の職務の執行に対しては、代表取締役社長直轄の内部監査室担当者が内部監査を実施し、業務が
法令及び定款に適合しているかを監査し、当該結果を代表取締役社長に適宜報告しています。加えて、コン
プライアンスに係る規程を制定するとともに、コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス遵守体
制の構築・維持にあたります。

⑵ 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る取締役会議事録及びその他重要な会議の議事録等の情報については、社内規程

に基づき、文書又は電磁的記録文書として記録し、安全かつ適正に保管及び管理する体制を構築していま
す。

⑶ 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
損失の危険の管理につき、リスク管理規程において具体的なリスクを想定、分類し、有事の際の迅速かつ

適切な情報伝達と緊急体制を整備しています。また、当社において想定されるリスクを洗い出し、対応方針
を決定し、モニタリングすることでリスクの発生を抑え、リスクが顕在化した場合の影響を最小限に抑える
ために、常勤取締役、監査等委員である常勤取締役、プロジェクト推進本部管掌執行役員、開発本部管掌執
行役員、コーポレート本部担当者及び内部監査室担当者により構成するコンプライアンス委員会を原則とし
て半期に一度開催しています。

⑷ 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役の職務執行の効率性につき、取締役及び使用人が共有する全社的な目標を定め、浸透を図るととも

に、各部門が実施すべき具体的な数値目標を担当取締役が定め、定期的に進捗をレビューすることにより、
業務の効率性を確保しています。

⑸ 当社及び親会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
取締役会は、当社が達成すべき数値目標を定め、担当取締役及び執行役員等の重要な使用人に対しリスク

を管理し、法令遵守体制を構築する権限と責任を与えており、コーポレート本部がこれらを横断的に推進、
管理しています。また、当社の業績を進展させ、親会社から成る企業集団の業績向上に寄与するために、当
社の業績に関する報告体制を構築するとともに、当社における一定の重要事項及びリスク情報のうち一定の
事項に関しては親会社に報告や情報共有を行っています。
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⑹ 当社の監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する
事項
監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査等委員会と協議の

上、必要に応じて監査等委員会の職務を補助すべき使用人を配置します。

⑺ 前号の使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項及び当社の監査等委員会の当該使用人に対する指
示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会の求めにより補助者として使用人を配置した場合の当該使用人は、その職務に関して監査等

委員会の指揮命令のみに服し、取締役等から指揮命令を受けないこととします。また、当該使用人の人選、
人事異動、人事評価等について、監査等委員会は取締役と協議し、補助使用人の独立性についても十分留意
するものとします。

⑻ 当社の監査等委員への報告に関する体制
取締役、コーポレート本部及び内部監査室担当者は、当社に関する以下の重要事項を定期的に常勤監査等

委員に報告するものとし、常勤監査等委員は、監査等委員会において、当該報告を提出しています。
① 重要な機関決定事項
② 経営状況のうち重要な事項
③ 会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
④ 内部監査状況及びリスク管理に関する重要事項
⑤ 重大な法令・定款違反
⑥ その他、重要事項
監査等委員へ報告を行った者について、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを

確保しています。

⑼ その他当社の監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員は業務執行取締役及び重要な使用人に対してヒアリングを実施することができるとともに、代

表取締役、監査法人、必要に応じて法律顧問と意見交換等を実施しています。また、監査等委員がその職務
の執行にあたり、当社に対して会社法第399条の２第４項に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担
当部署において審議の上、当該請求に係る費用等が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた
場合を除き、速やかに当該費用等を処理しています。
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株主資本等変動計算書

（2024
2025

年
年
10
９
月
月
１
30
日から
日まで）

（単位：千円）
株 主 資 本

新株
予約権 純資産合計

資本金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己
株式

株主資本
合計資本準備金 資本剰余金

合計

その他利益
剰余金 利益剰余金

合計繰越利益
剰余金

当期首残高 3,136,553 3,136,553 3,136,553 △1,306,444 △1,306,444 △659 4,966,004 48,515 5,014,519

当期変動額
新株の発行
（新株予約権の行使） 2,266 2,266 2,266 4,532 4,532

自己株式の
取得 △33 △33 △33

欠損填補 △1,306,444 △1,306,444 1,306,444 1,306,444 − −

当期純利益 407,256 407,256 407,256 407,256
株主資本以外の項目
の当期変動額（純額） △9,765 △9,765

当期変動額合
計 2,266 △1,304,178 △1,304,178 1,713,700 1,713,700 △33 411,755 △9,765 401,990

当期末残高 3,138,819 1,832,375 1,832,375 407,256 407,256 △692 5,377,759 38,750 5,416,509

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しています。
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個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記
⑴ 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しています。

関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しています。

⑵ 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産

定率法を採用しています。ただし、2016年４月１日以降に取得した建物については、定額法を採用し
ています。
なお、主な償却年数は以下のとおりです。
建物 10〜15年
工具、器具及び備品 ３〜10年

② 無形固定資産
定額法を採用しています。
なお、主な償却年数は以下のとおりです。
ソフトウエア（自社利用分） ５年以内（社内における利用可能期間）

⑶ 引当金の計上基準
① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘
案し、回収不能見込額を計上しています。

② 退職給付引当金
韓国拠点の従業員の退職金に備えるため、当事業年度末における支給見込額を計上しています。なお支

給見込額は韓国の労働法（勤労者退職給与保障法）に基づいて計算しています。
③ 勤続インセンティブ引当金

従業員の勤続に対するインセンティブの支出に備えるため、内規に基づく支給見込額を計上していま
す。
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⑷ 収益及び費用の計上基準
当社の主たる事業である応援購入サービス事業のうち、各サービスにおける主な履行義務の内容及び収

益を認識する通常の時点は以下のとおりです。
① Makuake、その他サービス

応援購入サービスであるMakuakeにおいては、プロジェクト実行者に対し、プロジェクトサポーター
との応援購入の場や機会を提供しています。
プロジェクト実行者との間に締結したマクアケ利用規約等に基づき、プロジェクト実行者と合意したプロ
ジェクト実施期間にわたってサービスを提供する義務があり、応援購入が成立するにつれて履行義務が充
足されます。また、プロジェクト実行者との契約における履行義務の充足に伴い、契約により定められた
プロジェクト実施期間にわたり、集まった応援購入金額に一定料率を乗じた金額を収益として認識してい
ます。

② Makuake Incubation Studio
Makuake Incubation Studioサービスにおいては、応援購入サービスを活用した事業創出に係るコン

サルティング等のサービスを提供しており、顧客との間に締結した役務提供契約に基づき、財・サービス
を顧客に提供する義務があり、成果物の納品又は役務の提供により履行義務が充足されるため、当該履行
義務を充足した時点で収益を認識しています。

③ 安心システム利用料
安心システム利用料においては、Makuakeのサイト環境の整備をはじめ、「Makuake品質基準」に基

づく審査等を通じて、プロジェクトサポーターが安心して応援購入できる場や機会を提供しています。マ
クアケ利用規約に基づき、プロジェクトサポーターに対し、安心して応援購入できるサービスを提供する
義務があり、その対価をシステム利用料として受領しています。当該システム利用料は、プロジェクトサ
ポーターが応援購入することで履行義務が充足されるため、プロジェクトの成立後、応援購入の申込が完
了した時点で、応援購入金額に一定料率を乗じた金額を収益として認識しています。

⑸ その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理して

います。
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2．会計上の見積りに関する注記
繰延税金資産の回収可能性
① 当事業年度の計算書類に計上した金額
繰延税金資産 95,670千円

② 識別した項目にかかる会計上の見積りの内容に関する情報
当社は繰延税金資産の回収可能性の判断にあたり、会計上の見積りを行っています。
この会計上の見積りは、主として、翌期以降の課税所得の発生時期及び金額の見込みに、将来減算一時

差異及び税務上の繰越欠損金を調整することで行われますが、経営陣が承認した予算を基礎として、主要
サービスであるMakuakeの取扱高や新規事業の成長率等に対し、直近の業績及び市場動向を踏まえ、保守
的な調整を行い、将来の課税所得を見積っています。
その上で、向こう１年間の課税所得の見込みの範囲内で、回収可能と判断された将来減算一時差異の控

除見込額に対して繰延税金資産を計上しています。
当該見積りは、当社が属するＥコマース市況等の市場全体の成長や消費動向等によって影響を受ける可

能性があり、実際に発生した課税所得の金額が見積りと異なった場合、翌事業年度の計算書類において、
繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。

3．貸借対照表に関する注記
関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債務 73,823千円
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4．損益計算書に関する注記
⑴ 関係会社との取引

営業取引による取引高 911,329千円
営業取引以外による取引高 30,021千円

⑵ 減損損失
当事業年度において、当社は以下の資産について減損損失を計上しました。

場所 用途 種類 減損損失（千円）

本社（東京都目黒区） 事業用資産 ソフトウエア仮勘定 18,607
当社は応援購入サービス事業の単一事業であることから、事業用資産は全社で単一のグルーピングとして

いますが、処分予定資産及び遊休資産については個別資産ごとにグルーピングを行っています。
当事業年度において、開発方針の見直しに伴い、一部の資産について投資額の回収が見込めなくなったた

め、当該資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しています。
なお、当該資産の回収可能価額の測定にあたっては使用価値を零として算定しています。

5．株主資本等変動計算書に関する注記
⑴ 当事業年度の末日における発行済株式の種類及び株式数

普通株式 12,748,700株

⑵ 当事業年度の末日における自己株式の種類及び株式数
普通株式 227株

⑶ 当事業年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目的とな
る株式の種類及び株式数
普通株式 69,000株
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6．税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
ソフトウエア償却超過額 34,973 千円
一括償却資産償却超過額 1,547
未払事業税 7,513
貸倒引当金 4,697
勤続インセンティブ引当金 16,208
未確定債務 7,622
減損損失 136,150
投資有価証券評価損 35,848
その他 36,611
税務上の繰越欠損金 282,278

繰延税金資産小計 563,452
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 △282,278
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △185,503
評価性引当額小計 △467,781
繰延税金資産合計 95,670
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7．金融商品に関する注記
⑴ 金融商品の状況に関する事項
① 金融商品に対する取組方針

当社は、資金運用については一時的な余剰資金を安全性の高い金融資産で運用し、資金調達については
増資、金融機関からの借入等による方針です。

② 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金は、取引先の信用リスクに晒されています。
敷金及び保証金は主に本社オフィスの賃貸借契約に伴うものであり、差入先の信用リスクに晒されてい

ます。
営業債務である未払金及び預り金は、全て１年以内の支払期日です。営業債務は、流動性リスクに晒さ

れています。
③ 金融商品に係るリスク管理体制
ⅰ 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、営業債権について、取引先ごとの入金期日管理及び残高管理の徹底を行うとともに与信管理
規程に基づき、定期的に与信限度額水準の見直しを行い、信用リスクの低減を図っています。
敷金及び保証金については、賃貸借契約締結に際し、差入先の信用状況を把握することにより信用リ

スクを管理しています。
ⅱ 流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

当社は、コーポレート本部において資金繰り計画を作成し、適時に更新することにより流動性リスク
を管理しています。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額

が含まれています。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
することにより、当該価額が変動することもあります。

― 12 ―

2025年11月07日 15時26分 $FOLDER; 13ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



⑵ 金融商品の時価等に関する事項
2025年９月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。な

お、市場価格のない株式等は、次表には含めていません（注１をご参照ください）。また、現金及び預金、
プロジェクト預り用預金、売掛金、未払金、未払法人税等、預り金については、全て短期間で決済されるた
め、時価は帳簿価額と近似していることから、注記を省略しています。

貸借対照表計上額
（千円）

時価
（千円）

差額
（千円）

敷金及び保証金 20,282 17,051 △3,231
資産計 20,282 17,051 △3,231

（注）１．市場価格のない株式等
区分 貸借対照表計上額（千円）

非上場株式 0
出資金 330

合計 330

２．金銭債権の決算日後の償還予定額

１年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

現金及び預金 4,656,141 − − −
プロジェクト預り用預金 1,313,565 − − −
売掛金 499,506 − − −
敷金及び保証金 6,264 − − 14,018

合計 6,475,477 − − 14,018
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⑶ 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ

ルに分類しています。
レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時

価
レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産

区分
時価

レベル１
（千円）

レベル２
（千円）

レベル３
（千円）

合計
（千円）

敷金及び保証金 − 17,051 − 17,051

資産計 − 17,051 − 17,051
（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

敷金及び保証金
その将来キャッシュ・フローを返還予定時期に基づき、国債の利回り等適切な指標で割り引いた現在

価値により算定しており、レベル２の時価に分類しています。

8．持分法損益等に関する注記
当社が有していた関連会社株式は、当事業年度において全て売却しており、当事業年度末時点において当

社が保有する関連会社株式はありません。
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9．関連当事者との取引に関する注記
親会社及び法人主要株主等

種類
会社等の
名称又は
氏名

所在地
資本金又
は出資金
（百万円）

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％）

関連当
事者と
の関係

取引の
内容

取引金額
（千円） 科目 期末残高

（千円）

親会社
株式会社
サイバー
エージェ
ント

東京都
渋谷区 7,654

メディア
事業
インター
ネット広
告事業
ゲーム事
業
投資育成
事業
その他事
業

（被所有）
直接 50.94

役員の
兼任
１名

立替経費の
精算

（※１）
44,324
（※４）

未払金 72,833
ツール費用
の支払
（※２）

11,518
（※４）

広告代行費
用の支払等
（※３）

878,576
（※４）

（※１）立替経費の精算については、主にサーバー利用料の実費精算分です。
（※２）ツール費用の支払は、データ分析ツール費用の支払であり、取引条件及び取引条件の決定方針について

は、市場価格を勘案し両者合意の上で決定しています。
（※３）広告代行費用の支払等は、Makuakeにおける応援購入金額の拡大を目的とした広告配信代行サービス

の業務委託であり、取引条件及び取引条件の決定方針については、市場価格を勘案し両者合意の上で決
定しています。

（※４）上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれています。

10．１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 421円84銭
１株当たり当期純利益 31円95銭
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11．収益認識に関する注記
⑴ 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：千円）
応援購入サービス事業

一時点で移転される財又はサービス 440,106

一定の期間にわたり移転される財又はサービス 4,137,891

顧客との契約から生じる収益 4,577,997

その他の収益 −

外部顧客への売上高 4,577,997

⑵ 顧客との契約から生じる収益と理解するための基礎となる情報
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記「⑷ 収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。

⑶ 当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報
① 契約資産及び契約負債の残高等

（単位：千円）
金額

顧客との契約から生じた債権（当期首） 420,701

顧客との契約から生じた債権（当期末） 499,506
契約負債については、残高に重要性が乏しいため、記載を省略しています。
なお、契約負債は、主に、全ての履行義務を充足する前に顧客から受け取った前受金に関するものであり、収

益の認識に伴い取り崩されます。
過去の期間に充足（又は部分的に充足）した履行義務から当事業年度に認識した収益に重要性はありません。

② 残存履行義務に配分した取引価格
当社は、当初に予定される顧客との契約期間が１年以内であるため、残存履行義務に配分した取引価格

の総額及び収益の認識が見込まれる期間の記載を省略しています。

12．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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